
技術資料等説明書 

 

 国土交通省九州地方整備局武雄河川事務所管内における災害時の光ケーブル応急対策工事に関する基本

協定の締結については、関係法令に定めるもののほか、この技術資料等説明書によるものとする。 

 

１．公告日 令和８年１月２３日 

 

２．公告者 国土交通省九州地方整備局 武雄河川事務所長 真鍋 将一 

           佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５ 

 

３．基本協定の概要等  公告１．（１）～（６）のとおり 

 

４．参加資格要件 公告２．（１）～（８）のとおり 

   

５．協定締結参加資格の確認等 

（１） 本協定締結の参加希望者は、４．に掲げる協定締結参加資格を有することを証明するため、次に     

掲げるところにより申請書及び技術資料等を提出し、参加資格の有無について確認を受けなければな

らない。 

     なお、期限までに申請書及び技術資料等を提出しない者並びに参加資格がないと認められた者

は、本協定締結に参加することができない。 

1. 提出期間：公告３．（２）①のとおり 

2. 提出場所：公告３．（２）③のとおり 

3. 提出方法：公告３．（２）④のとおり 

（２） 申請書は、別記「様式－１」により作成すること。 

 

６．参加資格がないと認めた者の説明請求 

 （１） 参加資格がないと認められた者は、公告者に対して参加資格がないと認めた理由等について、次

により書面にて説明を請求することができる。（様式は自由とする。） 

①  提出期限：令和８年３月６日（金） １７時００分 

②  提出場所：公告３．（２）③ に同じ。 

③ 提出方法：公告３．（２）④に同じ 

 （２）当職は、説明を求められたときは、令和８年３月１３日（金）までに説明を求めた者に対し、電子

メール又は郵送等により回答する。 

 

 

 

 



７．申請書、技術資料の作成要領及び留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

（１）申請書 ①様式は［様式－１］のより作成すること。会社の代表者印の押印の省略

を可とする。   

②経常建設共同企業体にあっては、構成員の会社名及び住所も記載するこ

と。 

（２）工事の実績 ①様式は［様式－２］とする。 

②対象となる工事は、過去１５ヶ年度＋当該年度（平成２２年４月１

日から令和８年３月３１日までの間）に完成又は完成見込みの光ケ

ーブル敷設工事又は光ケーブル移設工事の施工実績。 

③単体会社であっても、過去ＪＶ構成員として工事実績がある場合

は、出資比率が２０％以上の場合、対象とする。また、経常建設共

同企業体であっても、該当期間内の単体会社での工事実績も対象と

する。 

（３）応募地域まで

の距離 

①様式は「様式－２」とする。 

②復旧工事が出来る技術者の在籍する場所等とする。 

（４）会社の保有技

術者 

①様式は［様式－２］とする。 

②会社が保有する技術者の資格人数を記載する。 

（５）保有資機材 ①様式は［様式－２］とする。 

②保有資機材については、令和８年２月１６日時点において自社又はリー

ス等とする。 

（６）災害協定の有

無及び相手 

①様式は［様式－２］とする。 

②対象となる協定は、本技術資料等説明資料３．（２）と同様に光ケーブ

ルにおける災害時の応急対策工事に関する協定とし、過去２ヶ年度＋当該

年度（令和５年度～令和 7 年度）に締結したもので、かつ協定締結の相手

方は国、県、市町村とする。 

③経常建設共同企業体にあっては、各構成員単独の実績も対象とする。 

③実績がある場合は、協定書又は覚書等の写しを添付すること。 

（７）災害対応の出

動の有無 

①様式は、［様式－２］とする。 

②対象となる出動の実績は上記（５）の協定に基づく出動の実績とする。 

③経常建設共同企業体にあっては、各構成員単独の実績も対象とする。 

④出動の実績がある場合は、契約書等の写しを添付すること。 

 

 

 

 

 

 



８．評価に関する事項等 

評価項目 評価内容 ウエイト 

工事の実績 ■工事の実績を様式－２に記載すること 

・過去１５ヶ年度＋当該年度（平成２２年４月１日から令

和８年３月３１日までの間）における施工実績を評価する 

・評価は５段階とし武雄河川事務所の施工実績、九州地方整

備局管内事務所の施工実績、国（国の機関を含む）の施工実

績、県・市町村の施工実績、その他の施工実績の順で評価す

る。 

・工事に係る工事成績通知書の写しを添付すること 

２０ 

●下記の順位で評価する。 

①武雄河川事務所の施工実績 

②九州地方整備局管内事務所の施工実績 

③国（国の機関を含む）の施工実績 

④県・市町村の施工実績 

⑤その他の施工実績 

 

① 10 

② 15 

③ 10 

④  5 

⑤  0 

応募地域までの距離 ■工事基地のからの距離を様式－２に記載すること・ 

・復旧工事ができる技術者の在籍する場所から武雄河川事務

所までの到着時間を評価する。 

・評価は４段階とし到着時間が６０分未満、９０分未満、１

２０分未満、１２０分以上の順で評価する。 

２０ 

●下記の順位で評価する 

①６０分未満 

②９０分未満 

③１２０分未満 

④１２０分以上 

 

① 20 

② 10 

③  5 

④  0 

会社の保有技術者 ■保有する技術者の人数を様式－２に記載すること。 ２０ 

施工管理技士 ・電気通信工事施工管理技士（一級、二級）の保有者の人数 

・評価は３段階とし、電気通信工事施工管理技士（一級・二

級）が 5 人以上、３人以上、３人未満の順で評価する。 

・資格を証明する証明書等の写しを添付すること。 

１０ 

●下記の順位で評価する。 

① ５人以上 

② ３人以上 

③ ３人未満 

 

① 10 

②  5 

③  0 

技能検定・技能認定 ・技能検定、技能認定の保有者の人数 

・評価は３段階とし、情報配線施工技能検定・FTTH 屋外施工

技能認定又は FTTH 施工監理技師認定の保有技術者が５人以

１０ 



上、３人以上、３人未満の順で評価する。 

・資格を証明する証明書等の写しを添付すること。 

●下記の順位で評価する 

① ５人以上 

② ３人以上 

③ ３人未満 

 

① 10 

②  5 

③  0 

保有資機材 ■資機材等の調達可能数を様式－２に記載する 

・評価は３段階とし高所作業車、移動式クレーン、トラッ

ク、融着器、光ロス試験器、復旧資材（光ケーブル、クロー

ジャ等）を５種類以上（自社保有）３種類以上（自社又は協

力会社・リース等）、３種類未満（自社又は協力会社・リー

ス等）の順で評価する。 

１０ 

●下記の順位で評価する 

① ５種類以上（自社保有） 

② ３種類以上（自社又は協力業者・リース等） 

③ ３種類未満（自社又は協力業者・リース等） 

 

① 10 

②  5 

③  0 

災害協定の有無及び

相手方 

■災害時応急対策工事等の協定締結の実績を様式－２に記載

する。 

・評価は３段階とし、過去２ヶ年度＋当該年度（令和５年度

～令和７年度）における光ケーブルに関する協定等締結の実

績がある場合、直轄、県・市町村、締結なしの順で評価す

る。 

・災害協定を 

１０ 

●下記の順位で評価する 

① 直轄締結あり 

② 県・市町村締結あり 

③ 締結なし 

 

① 10 

②  5 

③  0 

災害対応の出動の有

無 

■災害時応急対策工事等の実績を様式－２に記載する 

・評価は３段階とし、過去２ヶ年度＋当該年度（令和５年度

～令和７年度）における光ケーブルの関する協定等締結に基

づく活動の実績があり場合、直轄、県・市町村、実績なしの

順で評価する 

１０ 

●下記の順位で評価する 

① 直轄出動あり 

② 県・市町村出動あり 

③ 出動なし 

 

① 10 

②  5 

③  0 

 

 



９．本基本協定に関する手続等 

（１）担当部局は、上記５．（１）②に同じ。 

（２）公募期間、公募要領等入手、協定締結参加資格確認申請書及び技術資料等の提出場所及び方法 

  ①公募期間  ：公告３．（２）①のとおり 

  ②要領等入手 ：公告３．（２）②のとおり 

  ③提出場所  ：公告３．（２）③のとおり 

  ④提出方法  ：公告３．（２）④のとおり 

 

１０．技術資料等説明書に対する質問 

（１） この技術資料等説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 

   ①提出期間：令和８年１月２３日（金）から令和８年２月１０日（火）までの土曜日、日曜日、祝日

を除く毎日、９時３０分から１７時００分まで 

   ②提出場所：公告３．（２）③に同じ。 

   ③提出方法：公告３．（２）④に同じ 

（２）（１）の質問に対する回答は、書面により令和８年２月１３日（金）までに行う。 

 

１１．本協定締結業者の決定及び通知 

 本協定の締結業者については、技術資料等に基づき評価・決定する。評価の結果、他者と比べて著

しく評価点の低い者は選定しないこともある。その結果は、令和８年３月６日（金）までに電子メー

ル又は電話連絡にて通知した後、協定業者として決定された者には、協定（案）とともに郵送にて送

付する。 

 

１２．その他 

（１）申請書及び技術資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

 (２）公告者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 

（３）提出された申請書及び技術資料等は、返却しない。 

（４）提出期間以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

（５）資機材の申請様式エクセルファイル「事業者申請（確定版）」の「基本情報」、「①保有機械登録    

（様式Ａ）」「②保有資材登録（様式Ｂ）」の３シート記入分は、メールにて提出すること。記入の     

際、様式の列もしくは行の途中に独自の記入欄を追加しないこと。 

 なお、本協定締結後、他機関（県・市町村等）の災害協定も締結している場合は、「①保有機械登録

（様式Ａ）」「②保有資材登録（様式Ｂ）」の２シートの「⑨備考欄」にそれぞれ他機関協定の自治体

名等も追加記載し、再度提出すること。その後、当職にて登録する。 


